
時間外労働

休 日労 働
に関する協定届

様式第 9号 (第 16条第 1項関係)

労働保険番号 □ 回 □ 回 □
1都 lじζ府県 1囲 1 管需 |

回回 回 回 □ 回 回 回 回 回 回 回
1  伎 1ヽ1号  |1 被―括事来場番号 |

基幹番号

法人番号 □□回回回□□□□□ 図回□

協定の

介護保険事業・事務受託 ヒカリメディカルサービス株式会社

~~  0422   )

央市中之庄町398番地 1

(〒 799
四国中

(電話番号

令和4年 4月 1日 から1年間

ることができる延

1年 (①については360時間ま
、②については320時間まで)

日

)
令和4年4月 1日

時間外労働をさせる

必要のある具体的事由
業務の種類

労働者数

(安提
所定労働時間

(1 日)

(任 意 )

1日

える時間
える時間

労働時間

1箇月 (①については45時間ま
、②については42時間まで)

える時間

時間
える時間

え る時間
える時間

時間

緊急時、やむを得ない場合 事務職 4時間 45時間 360降寺

緊急時、やむを得ない場合 介護職 4名 4時間 45時間 360「寺

緊急時、やむを得ない場合 看護職 4時間 360時間

下記②に該当しない労働者

急時、やむを得ない場合 その他 4時 45時

時

間

外

労

働

1年単位の変形労働時間制
により労働する労働者

休日労働をさせる必要のある具体的事由 業務の種類 18歳
所定休 日

(任意)

労働させることができる

法 定 休 日 の 日 数

労働させることができる法定

休日における始業及び終業の時刻

受託医療機関の休 日当番医等人員が不足する場合等 事務職 6名 lヶ 月あたり1日 9 : 00-18 : 00

休

日
労

働

上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、 1箇月について 100時間未満でなければならず、かつ 2箇月から6箇月までを平均して 80時間を超過しないこと。□

(チ ェックボックスに要チェック)

協定の成立年月日    令和4年    3月   17日
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を代表する者の驚
争   与を

阜稗1多羊支子_奪

甍雷静
上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事者である労働者の過

逮麗を留テ窪選き勢え磐霧菫鬼軍庭沌警協書福絶墨電鉢ζ穏 駕 。耳豊P躍功載,kど望ξと財
に規定する

令不口4年     3月    17日

半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること。図

(チ ェックボックスに要チェック)

協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、 方法によ   :支

職名 ヒカリメディカルサービス
氏名 代表取締役 武内 由紀子 ―発:3317

新居浜 労働基準監督署長殿

使用者


